
 

報 道 機 関 各 位 

 

令和８年２月１０日（火）１５時００分 配付  

項  目 今冬の大雪等に係る特別交付税（３月交付分）の繰上げ交付について 

配付資料 今冬の大雪等に係る特別交付税（３月交付分）の繰上げ交付について 

内容及び 

報道に当 

たっての 

お 願 い 

このことについて、次のとおり交付されますので、お知らせいたします。 

               記 

  １ 交付決定日   令和８年２月１０日（火） 

  ２ 交付日     令和８年２月１２日（木） 

  ３ 交付決定額等  配付資料のとおり 

他のクラブ 

との関係 

 北海道総合政策部地域行政局市町村課において、本日道政記者クラブに全道版の提供を 

行っております。 

 

担当窓口 

 

 

北海道オホーツク総合振興局 

地域創生部地域政策課 

   主幹  金 澤  直 樹 

   【直通】０１５２－４１－０６１９ 

 

 

 



今冬の大雪等に係る特別交付税（３月交付分）の繰上げ交付について 

 

 

 

 

 今冬の大雪等により多大な被害を受けた地方公共団体に対し、地方交付税法第１６条

第２項の規定に基づき、３月に交付されるべき特別交付税の一部を繰り上げて交付され

ることが決定されました。 

 

１ 繰上げ交付対象団体及び交付額 

【オホーツク総合振興局管内】 

・特別交付税３月交付額の過去５ヶ年平均額を基礎としてその３割を交付 

 

【全道・全国】 

全道 
対 象 団 体：７市２２町３村 （計３２団体） 

繰上げ交付額：３，０４８百万円 

全国 
対 象 団 体：３２市４３町１２村 （計８７団体、８道県） 

繰上げ交付額：１２，９５５百万円 

 

２ 交 付 日  令和８年２月12日（木） 

 

３ 参  考 

 〇 特別交付税の交付時期は、１２月及び３月（地方交付税法第１６条第１項）。 

〇 特別交付税の繰上げ交付は、災害により多大な被害を受けた地方公共団体におけ

る資金繰りを円滑にするために、定例の交付時期を繰り上げて交付されるもの。繰

り上げて交付した額は、３月分の特別交付税交付額から控除される。 

団体名 繰上げ交付額 団体名 繰上げ交付額 

紋別市 １５６百万円 湧別町  ６１百万円 

美幌町  ５９百万円 滝上町  ２４百万円 

津別町  ４２百万円 興部町  ２０百万円 

佐呂間町  ３５百万円 雄武町  ２３百万円 

遠軽町 １３４百万円 管内合計 ５５４百万円 

令和８年（2026年）２月10日（火） 

オホーツク総合振興局地域創生部地域政策課市町村係 


